
教育委員会 告示第 3 号

令和 8年度 宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務企画コンペティシヨン

公募要領等 作成および発注に係る手続き開始の告示

地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 234条第 1項の規定により、次のとおり告

示します。

令和 8年  3月  5日

宜野座村教育委員会

教育長 新里

1.業務の概要
(1)業 務 名 :宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」運営委託業務

(2)業 務 場 所 :宜野座村文化センター内

(3)業 務 概 要 :本業務は、実施要領、仕様書等に基づき、宜野座村が令和 8年度に実

施する「宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」運営委託業務」を行 うこ

とを目的とし、一定の条件を満たす者を公募により選定し、当該業務に

係る企画提案書の提出を求め、企画提案書の内容が業務の履行に最も適

した者を受注者とするコンペティシヨン方式の選定業務である。

(4)履 行 期 間 :契約の日から令不日 9年  3月 31日 まで。

(5)契約限度額 :27, 116,000円 (税込)以下で契約を行 う。

2.参加申込者の資格条件
(1)参加申込者に必要とする資格要件は、次の要件を全て満たす法人とする。

ア 地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条 の 4に規定該当しない

者であること

イ 会社更生法 (平成 15年法律第 154号 )に基づく更生手続き開始の申立てをし

た者にあつては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法 (平成 11年法律

第 225号 )に基づ く再生手続き開始の申立てをした者にあつては再生計画の認可

がなされていない者ではないこと
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ウ 宜野座村契約及び補助金等の交付に係る暴力団等の排除措置要綱

綱第 12号)第 5条の規定に該当する者でないこと
工 沖縄県内に事業所を有 していること
オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人でないこと

(平成 25年要

3。 選考方法及び提出書類等について

参加資格審査 (書面審査)を行い、参加資格審査に合格したものに企画提案審査を実

施する。

(1)参加資格審査
提出書類 :参加申込書 (様式 1)、 企画提案書 (様式 2)、 積算見積書様式 (3)、

ほか実施要領に定める書類

提出期限 :令和 8年  3月 19日 (木)正午まで

4。 その他

(1)実施要領等の配布
宜野座村のホームページからダウンロー ドすること

(2)お問い合わせ
宜野座村教育委員会 社会教育課
〒904‐ 1302 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座 232番 地 (宜野座村立博物館 )

TELi 0 9 8-968-4378   FAX:098-968-8790



宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務

企画コンペティシヨン公募要領

■ 受付時間

募集の開始の日から 令和 8年  3月 19日 (木) まで

■ 受付時間

午前 9時から午後 5時 (土曜・日曜・祝祭日を除く)

■ 受付先及び問い合わせ先

宜野座村教育委員会 社会教育課
〒 904-1302
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座 232番 地 (宜野座村立博物館 )
TEL:098-968-4378 FAX:098-968-8790
メール :kazuhiro‐t@vill.ginoza.1冨 .ip

宜野座村教育委員会
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令和 8年度

宜野座村営学習塾「21世紀み らい」運営委託業務企画コンペティシヨン実施要領

本実施要領は、宜野座村 (以下「委託者」という。)が実施する 令和 8年度 宜野座村営学習塾
「2

1世紀みらい」運営委託業務の契約予定者を選定する企画審査 (以下
「企画審査」という。)に参加す

る者 (以下「受託者」という)が提出する企画書の必要記載事項および作成上の諸注意を示したもので

ある。本企画コンペティションに参加を希望する者は、本実施要領に従い企画書を作成して提出する。

企画コンペティションの目的

当企画コンペティションは、当該業務を最も的確に実施できる者を選定し、契約予定者とすること

を目的とする。

当該業務の目的

宜野座村営学習塾「21世紀みらい」に専門知識を有する講師を配置することにより、効果的に学

習できる環境を整え、児童生徒の学力向上を図る。

委託内容

委託内容は、「令和 8年度 宜野座村営学習塾「21世紀みらい」業務委託仕様書 (案)(以下
「仕

様書」という)の とおりとする。ただし、契約時の委託内容は、企画コンペティシヨンにおいては契

約予定者から提木安された企画内容を反映させて、変更する場合がある。

4 費用の上限額
年額 27, 116, 000円 (消費税および地方消費税相当額を含む)

5 応募資格
本企画コンペティションに参加希望する者は、次の条件を満たしていることを必要とする。

(1)沖縄県内において学習塾を経営し、10年程度または専門知識を有する職員を常時派遣できる

こと

6 応募方法及び期間
本企画コンペティションに参加する者は、本要領

「7企画書の作成」により企画書を作成し、令

和 7年 3月 19日 (木)正午までに、下記まで持参する。

担 当 者    宜野座村教育委員会 社会教育課 村営学習塾担当

電 話 番 号   098-968-4378(博 物館 )

7 提出書類 。提出部数
(1)提出書類及び提出方法

①企画コンペティション参加申込書 (様式1) 1部

1部

1部

8都

②企画提案書 (鏡)(様式 2)
③積算見積書 (様式 3)

④企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・

8 企画提案書の作成
(1)企画書はA4版片面印刷 20枚以内で作成する。また、資料等でA4版にしがたい物について



は他サイズでも作成可とする。

(2)企画書への必要記載事項

企画書の作成に当たり、「仕様書」の内容を十分理解した上で、以下に掲げる事項に
ついては必

ず記載すること。なお、指示のない項目、事項についての企画、提案を記載することは妨げな
い。

ア 会社名及び所在地、代表者名、担当者名、講師数等、会社の概要

イ 派遣予定講師の専門的知識について (ただし、本人が特定される記載はしない)

ウ 業務方針
。わかる授業の実践について

,学習指導計画の立案及び実施について

。学習管理について

。学力分析について

。進路相談について

・教材の選定について

。生徒の管理について

工 経費見積
上記業務を実施する講師は派遣に係る経費 (年額・月額)を示すこと

オ その他
過去 5年間において本業務と類似した業務の受託実績がある場合、その実績を提示

8 企画提案書記入に関する質問の受付
(1)質問期間  令和 8年  3月  5日 (木)～  3月 18日 (水)まで

(2)受付方法

質問書 (様式 4)を使用し、電子メール又は FAXで提出すること (担当 :田里)

E‐mail : kazuh静 o‐t@甑 H.ginOza.Igjp

TEL : 098-968-4378(博 牛夕強官)        FAX : 098-968‐ 8790(1専物館)

※電子メールの場合は件名に「 (質問書)村営学習塾運営委託業務」とすること

(3)回答方法 :令和 8年  3月 19日 (木)に提案した事業者へ電子メールにて通知する。

9 審査の方法等
(1)審査の実施日時等

令和 7年  3月 25日 (水)宜野座村ふれあい交流センター (1階 会議室 ツツジ)

(2)審査方法

審査は、企画コンペティシヨンに参加する者により個別に提出された企画書
の内容を宜野座村

営学習塾「21世紀みらい」業務委託選考会において「 (3)審査基準」について審査し、契約予

定者を決定する。

(3)審査基準
以下に掲げる項目について審査し、委託者の意図に最も適した企画提案を採用する。

・派遣予定講師の実績、経験年数等、適当か

。分かる授業の実践について、実現可能で共感できる方針か

。学習指導計画立案について方法等、適切で共感できる内容か

。学習管理について適切で実現可能な内容か

。学力分析について適切か

・進路相談について適切か



・教材の選定について適切か

。生徒の管理について適切か

。経費見積について適切か

。類似した業務実績があるか

(4)宜野座村営学習塾「21世紀みらい」業務委託選考会構成員

宜野座村教育長・教育課長・指導主事
。教育課補佐・学識経験者

9 その他
(1)企画審査への参加に際して生じる費用はすべて受託者の負担とし、委託者は一切の費用負担は

しない。

(2)審査基準により審査し、受託者の目的に沿つた最も的確な企画を提案した企画コン
ペティシヨ

ン参加者を契約予定者として随意契約を行う。

なお、審査の結果によつては、すべての企画を採用しない場合もある。

(3)応募書類については返却しない。

(4)審査経緯については公表しない。

(5)審査結果については、別途、企画コンペティシヨン参加者へ通知する。

(6)本委託業務企画コンペ>ィ シヨンは、予算成立を条件とする。

(7)お問い合わせ

宜野座村教育委員会 社会教育課 村営学習塾担当 (田里)
TEL : 098-968-4378(博 物館 )

FAX : 098-968-8790(博 物館 )

E―mail  : kazuh静 o―t@宙 H.ginOza,18jp



宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務 仕様書

宜野座村教育委員会
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令和 8年度
宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務 仕様書

1 業務委託名
宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」運営委託業務

2 委託期間
契約を締結した日から令和 9年 3月 31日 まで

3 履行場所
宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」および宜野座村 (以下「委託者」という)が指
定する場所

4 契約項 目
(1)宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」教務主任を 1名配置 して教務を行わせ、講師
6名以上を配置する。

(2)実施期間は次のとお りとする。

教務主任は契約中、毎週月曜日から金曜 日の年後 3時から年後 10時 30分までの間、
講師は契約中、毎週講習 日の時間帯とする。

委託の目的及び塾の学習指導方針

宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」に、学習塾の専門知識を持つた講師を配置する
ことにより、効果的に学習できる環境を整え、児童生徒の学力の向上を図る。

塾の学習指導方針 として、講座科 日は国語
。数学・英語の 3科 日とするが、中学 3年

生については社会 。理科の 2科 目を追加 し5科 日とする。高校生は国公立大学受験を基

本 目標 として講座を進める。塾生徒数は中学全学年 2ク ラス、高校 1年から高校 3年生

は 1ク ラスで、定員は各学年 16名程度で全 9ク ラスとする。

6 委託業務内容
委託業務の実施において、学力向上対策、学習意欲の向上、学習姿勢づくりを図るた

め、講師等は次の業務を行 う。

(1)わかる授業の実践

(2)学習指導計画の立案及び実践

(3)学習管理

(4)学力分析

(5)進路相談

(6)教材選定

(7)その他、学力向上に必要な事項

中学 1・ 2・ 3年生
(1)授業科 目 :国語、数学、英語
(2)午後 7時 20分から50分授業で 2コマの週 3日
(3)定期テス ト対策講座 (年 5回程度 )、 土日特訓、早朝特訓講座
(4)中学 3年生は、 2学期より5教科授業 (国語、数学、英語、理科、社会 )
(5)授業開始 日は 4月 第 2週 目より



高校 1年生

(1)授業科 目 :国語、数学、英語
(2)午後 8時 10分から50分授業で 2コ マの週 3日
(3)定期テス ト対策講座 (年 5回程度 )
(4)授業開始 日は 4月 第 5週 目より

高校 2年生
(1)授業科 目 :国語、数学、英語
(2)午後 8時 10分から50分授業で 2コ マの週 3日
(3)定期テス ト対策講座 (年 5回程度 )
(4)授業開始 日は 4月 第 2週 目より

高校 3年生
(1)授業科 目 :国語、数学、英語
(2)午後 8時 10分から50分授業で 2コ マの週 4日
(3)高校総体終了後は、月曜日から金曜 日の週 5日 、午後 4時 50分より50分
の 3コ マ

(4)定期テス ト対策講座 (年 5回程度 )、 土曜姑策講座
(5)セ ンター試験対策講座及び基礎学力の向上、面接指導、論文指導
(6)授業開始 日は 4月 第 2週 目より

休講 日

休講 日は、土曜 日。日曜 日および祝祭 日とする。但し、前項で掲げる土日対策講座等

イま除く。
ゴールデンウィーク、年末年始、旧盆 (ウークイ)を除き、原則、月曜から金曜まで

通塾とする。

打合せ

受託者は、契約の締結後、速やかに受託者 と打合せを行い、本契約の目的を確実に達

成 しなければならない。

また、契約の締結後、速やかに作業スケジュールを作成し、委託者 と調整するものと

する。

9 目的外使用の禁止
受託者は、本契約の内容を他の目的に使用してはならない。

10 秘密の保持
(1)受託者は、本契約の履行に際して知り得た業務内容を、第二者に漏らしてはならな

い 。

(2)前項に規定する義務は、契約の終了後も有効に存続するものとする。

11 進行管理
受託者は、常に本契約における業務の進行状況を把握 し、円滑な業務の進行を図るよ

う努めなければならない。

7

8



12 報 告

受託者は、月末ごとに報告書を提出するものとする。

13 対外交渉
受託者は、この契約に基づく業務の遂行に際 し、第二者に姑し説明あるいは交渉を要

する場合または説明を求められた場合は、速やかに受託者に連絡 し、その取 り扱いにつ

いて委託者の指示を受けるものとする。

14 疑義の解釈
この仕様書に定めのない事項について、定める場合がある場合または仕様書の内容に

疑義が生じた場合は、速やかに委託者と受託者で協議して定めるものとする。

15 法令の遵守
実施に当たつては、関係法令を遵守すること。

16 特記事項
令和 8年度における中学校 1年生および高校 1年生の塾生については、 4月 から―カ

月程度を開講の準備期間とし、本格的な授業開始に向けて様々な取り組みを実施する。



企画コンペテイシヨンに係る様式集

業務名 :宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務

(様式1)企画コンペテインョン鬱加申込書

(様式2)企画提案書(鑑 )

(様式3)積算見積書

(様式4)買間書

(様式5)企画コンペティシヨン参加辞退層



(様式 1)

宜野座村長 営員 淳 殿

企 画 コ ン ペ テ イ ン ヨ ン 参 加 申 込 書

(参加申込者 )

住     所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

令和  年  月  日

印

「宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務」の公募提案について、企画提案公募要領

の内容について了承 し、参加資格要件をすべて満たしているので、企画
コンペティシヨンヘの参加

を申し込みます。

■本件業務の担当者及び連絡先

所 属 部 署

担 当 者 氏 名

電 話 番 号

FAX     番      号

メー ル ア ドレス



(様式 2)

宜野座村長 営員 淳 殿

令和  年  月  日

提出者)

作成者)

印

所

号

名

者

番

社

表

話

住

電

会

代

担 当 部 署
氏     名
F   A   X

E一 ma i l

企 画 提 案 書

下記業務について、企画提案書を提出します。

業 務 の 名 称 宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務

履  行  期  間 契約締結の日から令和 9年  3月 31日

記



(様式 3)

宜野座村長 首員 淳

業務名 :宜野座村営学習塾 「21世紀みらい」運営委託業務

合 計 金 額

の

書積見算積

者手不日 年 月 日
　

　

⑪
殿

業 者 名

住   所

代 表 者

電 話 番 号

進学の意欲を高める事を目的とした進学セミナー等を開催
する。

考備金  額

2

12

12

11

12

11

単位/月

11

12

単 価

1 クラス

1 クラス

1 クラス

3 クラス

1  式

2 クラス

2 クラス

2 クラス

数  量

備 考   ※消費税は別途請求とします。

高 校 3年 生
中1・ 高1 進
学セミナー等

中 学 2年 生

中 学 3年 生

高 校 1年 生

高 校 2年 生

種  別

村営学習塾講師費

中学 1年 生



令和  年  月  日

(様式 4)

宜野座村長 首員 淳 殿

所

称

者

名は

表

又号

住

商

代

質 問 書

業 務 名

TEL番号
FAX番号
メールアト
゛
レス

担当者氏名

質 問 事 項



(様式 5)

企画コンペテインヨン◆加辞退届

宣野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務

上記について参加する旨申込していましたが、都合により辞退します。

(参加申込者)

住     所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

令和   年   月   日

宜野座村長 営員 淳 殿


